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重 要 事 項 説 明 書 

（小規模多機能型居宅介護サービス利用契約書） 

令和 7 年 2 月 1 日現在 

 

当事業所は利用者に対して小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護サー

ビスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこと

を次の通り説明いたします。 

 

１ 事業の目的 

  小規模多機能型居宅介護ケアスタ福岡（以下「事業所」という。）が行う指定小規模多機

能型居宅介護事業及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業（以下「事業」という。）

では、事業所の管理者、介護職員、看護職員、介護支援専門員（以下「従業者」という。）

が要介護状態等にある高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。 

 

２ 施設の運営方針  

（１）利用者が住み慣れた地域での居宅において自立した生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔

軟に組み合わせることにより、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行うなど最もふさわしいサ

ービスを提供する。 

（２）サービスの提供にあたっては、利用者の要介護状態又は要支援状態の軽減、若しくは

悪化の防止に資するよう、小規模多機能型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型

居宅介護計画（以下「小規模多機能型居宅介護計画」という。）に基づき、漫然かつ

画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができ

るよう目標を立て、必要なサービスを計画的に提供する。 

（３）サービス提供の実施にあたっては、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれ

ぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう必要なサー

ビスを提供する。 

（４）登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの

提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適

切なサービスを提供する。 

（５）サービス提供の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に

対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。 

（６）利用者に対して通いサービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４日以上をめざす。 

（７）サービス提供の実施にあたっては、行政、地域包括支援センター、居宅介護支援事業

者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めるものとする。 

（８）指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了

に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行う。 
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（９）前各項のほか、「福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準」及び「福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施する。 

 

 

 

３ 事業者 

法  人  名  社会福祉法人 敬愛園 

法人所在地  福岡市博多区千代１丁目１番５５号 

代 表 者 名  理事長 益田 康弘 

電 話 番 号  ０９２－６３１－１００７ 

設立年月日  平成１６年８月１８日 

 

 

４ 事業所概要 

事業所の種類  指定地域密着小規模多機能型居宅介護 

指定地域密着介護予防小規模多機能型居宅介護 

事業所の名称 小規模多機能型居宅介護 ケアスタ福岡 

事業所番号  ４０９０９００３０１ 

事業所の所在地  福岡市博多区千代 1丁目３０番２５号 

事業所管理者  白石 圭一郎 

電 話 番 号  ０９２－６４５－２１５５ 

ＦＡＸ番号  ０９２－６３３－３１５１ 

開設年月日  平成３０年１１月１日 

 

 

主な設備 

設備の種類 室数等 

宿泊室 ９室（１室 ７．３２㎡～１１．０４㎡） 

食堂・居間 １か所（８１．０４㎡） 

トイレ ３か所 

浴室 共有１か所（一般浴槽） 

台所 １か所 

 

 

５ 職員体制（主たる職員） 

（１）     管理者             １名 

（２）     介護支援専門員         １名 

（３）     介護職員             ３名以上 

（４）     看護職員            １名以上 
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６ 職務の内容 

  職員の職務分掌は次のとおりとする。 

（１）管理者 

事業を代表し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等にお

いて規定されている事業の実施に関し、事業所の従業員に対し遵守すべき事項につい

て指揮命令を行う。 

但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来るものとする。 

  （２）介護支援専門員 

利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、

居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成、小規模多機能型居宅介護計画の

作成や取りまとめ、地域の包括支援センターや居宅介護サービス事業所等の他の関係

機関との連絡・調整等を行う。 

但し、業務に支障がない限り他の業務との兼務が出来るものとする。 

（３）介護職員 

事業の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介

護及び日常生活上の世話、支援を行う。 

  （４）看護職員 

健康把握を行うことにより利用者の健康状態を的確に掌握するとともに、利用者の

かかりつけ医等の関係医療機関との連携を行う。 

 

 

７ 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤  務  体  制 休 日 

管 理 者 日 勤  ９勤（ ９：００～１８：００） 

常勤で勤務 

４週８休 

介護支援専門員 
日 勤  ９勤（ ９：００～１８：００） 

 

４週８休 

介 護 職 員 

及び 

看 護 職 員 

早 出   ７勤（ ７：００～１６：００） 

日 勤 ８.５勤（ ８：３０～１７：３０） 

日 勤   ９勤（ ９：００～１８：００） 

            ※訪問担当職員含む 

遅 出  １０勤（１０：００～１９：００） 

遅 出  １１勤（１１：００～２０：００） 

夜 勤     （１６：００～１０：００） 

宿 直     （２０：００～ ７：００） 

            ※自宅待機 

その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します。 

原則として 

４週８休 
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８ 事業実施地域、営業時間、定員等 

営業日 営業日  年中無休 

営業時間 通いサービス基本時間   ９：００～１８：００ 

宿泊サービス基本時間  １８：００～ ９：００ 

訪問サービス基本時間   ２４時間 

通常の事業実施地域 福岡市博多区・東区・中央区一部（春吉校区） 

定員 登録定員      ２９名 

通いサービス定員  １８名（１日当たり） 

宿泊サービス定員   ９名（１日当たり） 

 

９ サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

通いサービス 食事 ・食事の提供及び食事の介助をします。 

・身体状況・嗜好・栄養バランスに配慮して作成した献

立表に基づいて提供します。 

・調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできま

す。 

・食事サービスの利用は任意です。 

排泄 ・利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排

泄の自立についても適切な援助を行います。 

入浴 ・利用者の状況に応じ、衣類の着脱、身体の清拭、洗

髪、洗身等の適切な介助を行います。 

・入浴サービスの利用は任意です。 

機能訓練 ・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低

下を防止するように努めます。 

健康管理 ・血圧測定・体温測定等、利用者の健康状態の把握に努

めます。 

送迎 ・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行い

ます。 

訪問サービス ・利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常

生活上の援助を提供します。 

宿泊サービス ・事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日

常生活上の世話や機能訓練を提供します。 
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１０ サービス利用料金 

 

 ①－a 介護保険給付サービス利用料金 

介護保険給付サービス ・要支援及び要介護度別に応じて定められた金額（省令により

変更あり）から介護保険給付額を除いた金額が利用者負担額

になります。 

・１ヶ月ごとの月定額です。 

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に

合わせて、利用者の負担額を変更します。 

・月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場

合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いい

ただきます。 

・登録日とは利用者と事業所が契約を締結した日ではなく、サ

ービスを実際に利用開始した日 

・登録終了日とは利用者と事業所の利用契約を終了した日 

 

 

 

 ①－b 小規模多機能型居宅介護（同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合） 

要介護度区分 利用料 利用者負担額 

１割 

利用者負担額 

２割 

利用者負担額 

３割 

要支援１ ３６，３９７ 

円 

３，６４０ 

円 

７，２８０ 

円 

１０，９２０

円 

要支援２ ７３，５５４ 

円 

７，３５６ 

円 

１４，７１１

円 

２２，０６７

円 

要介護１ １１０，３３１円 １１，０３４

円 

２２，０６７

円 

３３，１００

円 

要介護２ １６２，１５３円 １６，２１６

円 

３２，４３１

円 

４８，６４６

円 

要介護３ ２３５，８８７円 ２３，５８９

円 

４７，１７８

円 

７０，７６７

円 

要介護４ ２６０，３４２円 ２６，０３５

円 

５２，０６９

円 

７８，１０３

円 

要介護５ ２８７，０５４円 ２８，７０６

円 

５７，４１１

円 

８６，１１７

円 
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 ①－c 小規模多機能型居宅介護（同一建物に居住する者に対して行う場合） 

要介護度区分 利用料 利用者負担額 

１割 

利用者負担額 

２割 

利用者負担額 

３割 

要支援１ ３２，７９９ 

円 

３，２８０ 

円 

６，５６０ 

円 

９，８４０ 

円 

要支援２ ６６，２６４ 

円 

６，６２７ 

円 

１３，２５３

円 

１９，８８０

円 

要介護１ ９９，４１２ 

円 

９，９４２ 

円 

１９，８８３

円 

２９，８２４

円 

要介護２ １４６，１０６円 １４，６１１

円 

２９，２２２

円 

４３，８３２

円 

要介護３ ２１２，５１９円 ２１，２５２

円 

４２，５０４

円 

６３，７５６

円 

要介護４ ２３４，５５８円 ２３，４５６

円 

４６，９１２

円 

７０，３６８

円 

要介護５ ２５８，６４３円 ２５，８６５

円 

５１，７２９

円 

７７，５９３

円 

 

 

加算項目 利用料 利用者負担額 

１割 

利用者負担額 

２割 

利用者負担額 

３割 

初期加算（３０日間） ３１６円 ３２円 ６４円 ９５円 

認知症加算Ⅰ ９，７０６円 ９７１円 １，９４２円 ２，９１２円 

認知症加算Ⅱ ９，３８９円 ９３９円 １，８７８円 ２，８１７円 

認知症加算Ⅲ ８，０１８円 ８０２円 １，６０４円 ２，４０６円 

認知症加算Ⅳ ４，８５３円 ４８６円 ９７１円 １，４５６円 

看護職員配置加算Ⅰ ９，４９５円 ９５０円 １，８９９円 ２，８４９円 

看護職員配置加算Ⅱ ７，３８５円 ７３９円 １，４７７円 ２，２１６円 

看護職員配置加算Ⅲ ５，０６４円 ５０７円 １，０１３円 １，５２０円 

看取り連携体制加算 ６７５円 ６８円 １３５円 ２０３円 

訪問体制強化加算 １０，５５０円 １，０５５円 ２，１１０円 ３，１６５円 

総合マネジメント体制

強化加算Ⅰ 

１２，６６０円 １，２６６円 ２，５３２円 ３，７９８円 

総合マネジメント体制

強化加算Ⅱ 

８，４４０円 ８４４円 １，６８８円 ２，５３２円 

生活機能向上連携加算

Ⅰ 

１，０５５円 １０６円 ２１１円 ３１７円 

生活機能向上連携加算

Ⅱ 

２，１１０円 ２１１円 ４２２円 ６３３円 
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サービス提供体制強化

加算Ⅰ 

７，９１２円 ７９２円 １，５８３円 ２，３７４円 

サービス提供体制強化

加算Ⅱ 

６，７５２円 ６７６円 １，３５１円 ２，０２６円 

サービス提供体制強化

加算Ⅲ 

３，６９２円 ３７０円 ７３９円 １，１０８円 

若年性認知症利用者受

入加算 

８，４４０円 ８４４円 １，６８８円 ２，５３２円 

生産性向上推進体制加

算Ⅰ 

１，０５５円 １０６円 ２１１円 ３１７円 

生産性向上推進体制加

算Ⅱ 

１０５円 １１円 ２１円 ３２円 

科学的介護推進体制加

算 

４２２円 ４３円 ８５円 １２７円 

口腔・栄養スクリーニ

ング加算 

２１１円 ２２円 ４３円 ６４円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

１月の総単位数の１４．９％×１０．５５円

× 

１割 ２割 ３割 
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 ①－d 短期利用居宅介護費（緊急時における短期利用や宿泊ニーズへの対応） 

   宿泊室に空床がある場合であって、緊急やむを得ない場合など一定の条件下において、

登録者以外の短期利用を可能となります。 

要介護度区分 利用料 利用者負担額 

１割 

利用者負担額 

２割 

利用者負担額 

３割 

要支援１ ４，４７３円 ４４８円 ８９５円 １，３４２円 

要支援２ ５，６０２円 ５６１円 １，１２１円 １，６８１円 

要介護１ ６，０３４円 ６０４円 １，２０７円 １，８１１円 

要介護２ ６，７５２円 ６７６円 １，３５１円 ２，０２６円 

要介護３ ７，４７９円 ７４８円 １，４９６円 ２，２４４円 

要介護４ ８，１９７円 ８２０円 １，６４０円 ２，４６０円 

要介護５ ８，８９３円 ８９０円 １，７７９円 ２，６６８円 

 

加算項目 利用料 利用者負担額 

１割 

利用者負担額 

２割 

利用者負担額 

３割 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 

２，１１０円 ２１１円 ４２２円 ６３３円 

短期サービス提供体制

強化加算Ⅰ 

２６３円 ２７円 ５３円 ７９円 

短期サービス提供体制

強化加算Ⅱ 

２２１円 ２３円 ４５円 ６７円 

短期サービス提供体制

強化加算Ⅲ 

１２６円 １３円 ２６円 ３８円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

１月の総単位数の１４．９％×１０．５５円

× 

１割 ２割 ３割 

 

   ☆ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の介護支援専門員が、当該小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対

する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。 

   ☆ 利用の開始にあたって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家

族の疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日以内）の利用期間を定めること。 

   ☆ 指定小規模多機能型居宅介護等が提供するサービス提供が過少である場合の減算を

受けていないこと。 

   ☆ 指定基準に定める従業者の員数を置いていること。 

        以上の要件を満たすと短期利用居宅介護が利用できます。 
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 介護保険給付外サービス 

食事提供に要する費用 朝食２５５円、昼食６０５円、おやつ１００円、夕食５００円 

但し、食事をキャンセルされる場合は２日前までにお申し出くだ

さい。前日及び当日にお申し出の場合は請求いたします。 

宿泊に要する費用 １泊につき２，０００円 

理美容に要する費用 実費ご負担ください。 

日常生活に要する費用 

で利用者に負担してい 

ただくことが適当であ 

るもの 

日常生活品の代行購入代金 

レクリエーション費用（外出時の費用・材料費など） 

サークル活動費用 

 

 

 利用料金の支払い方法 

利用料、その他の費用の

請求 

・利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ご

との合計金額により請求いたします。 

・請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１０日ころまでに利

用者あてにお届けします。 

利用料、その他の費用の

支払い 

・毎月２６日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いくだ

さい。 

 ア 自動口座引き落とし（ご指定の金融機関の口座から月１回

引き落とします。） 

 イ 事業所での現金支払い（平日の９：００～１８：００にお

支払い願いします。） 

 ウ 銀行振込み（手数料は利用者負担となります。） 

     福岡銀行 月隈支店 

   普通預金口座 ０３９８７９５ 

   口座名義  社会福祉法人 敬愛園 

         理事長 益田 康弘 

 

※利用者から支払いを受けたときは、利用者に対し、領収書を 

発行しますので、必ず保管をお願いします 
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１１ 小規模多機能型居宅介護計画 

小規模多機能型居宅介護

計画について 

・小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人一人の人格を

尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービ

ス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることに

より、地域での暮らしを支援するものです。 

・介護支援専門員は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを

提供するために、利用者及び家族と協議の上で小規模多機能型居

宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。 

・計画の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明の上

交付します。 

 

 

１２ 運営推進会議の設置 

運営推進会議の目的 ・小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

に関して、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスの提供回

数等の活動状況を報告し、運営推進会議の委員から評価、要望、

助言等を受け、サービスの質の確保及び適切な運営ができるよう

設置します。 

・地域に開かれた事業所を目指します。 

委員の構成 利用者、利用者の家族、町内会役員、民生委員、地域包括支援セ

ンター職員、小規模多機能型居宅介護についての知見を有する者

等 

開催時期 概ね２ヶ月に１回開催します。 

 

 

 

１３ ご利用の際に留意いただく事項 

被保険者証の提示 サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

来訪・面会 来訪者は、その都度面会簿にご記入ください。 

設備・器具の使用 事業所内の設備や備品は、本来の用途に従ってご利用ください。 

本来の用法に反した利用により破損等が生じた場合は、弁償してい

ただく場合があります。 

迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。また、無断

で他の利用者の宿泊室に立ち入らないようにしてください。 

飲酒・喫煙 決められた場所でお願いします。 

所持品の管理 自己の責任で管理してください。 

宗教活動・政治活動 事業所内で他の利用者、職員に対する宗教活動及び政治活動はご遠

慮ください。 

動物飼育 事業所内へのペットの持ち込み及び飼育はご遠慮ください。 



- 11 - 

利用者及び利用者の家族

等の禁止行為(カスタマ

ーハラスメント等) 

・職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為) 

 例：コップを投げつける/蹴る/唾を吐く 

・職員に対する精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によっ

て傷つけたり、貶めたりする行為) 

 例：大声を発する/業務に支障を及ぼす長時間の電話・居座り/

特定の職員への嫌がらせ/合理的理由のない謝罪の要求/業務の

範囲を超えた理不尽なサービスの要求 

・職員に対するセクシュアルハラスメント(意にそわない性的な誘

いかけ、好意的な態度の要求等、性的な嫌がらせ行為) 

 例：必要もなく手や腕等身体を触る/あからさまに性的な話を

する/許可なく職員の写真を撮影する。 

 ※利用者又は利用者の家族からの職員に対する身体的暴力、精神

的暴力又はセクシュアルハラスメントにより、職員の心身に危害が

生じ、又は生じるおそれのある場合であって、その危害の発生又は

再発防止をすることが著しく困難である等により、利用者に対して

介護サービスを提供することが著しく困難になる場合には、サービ

ス契約を解除することがあります。 
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１４ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「小規模多機能型居宅介護 ケアスタ福岡消防計画」に

のっとり対応を行います。 

平常時の訓練等 

防災設備 

別途定める「小規模多機能型居宅介護 ケアスタ福岡消防計画」に

のっとり年２回夜間及び昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も

参加して実施します。 

消防計画等 消防署への届出日：平成３０年１０月１７日 

防火管理者：川嶋 靖久 

 

 

１５ 苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所相談室 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情相談担当者  平嶋 慎太郎【職名：介護職員】 

 

○ 苦情解決責任者  白石 圭一郎【職名：管理者】 

 

○ 受付時間    ・電話 ０９２－６４５－２１５５ 

毎日午前９時～午後６時（月曜日～金曜日） 

          ・ご意見箱（各フロアに設置） 

          ※緊急の場合は、夜間のご相談も承ります。 

 

○ 第三者委員     深川 敬子【職名：保健師】 

            連絡先 ０３－５８４８－７９６６ 

          伊藤 弘好【職名：弁護士】 

            連絡先 ０９２－４５１－３０１６ 

 

○ 苦情処理を行うための処理体制・手順 

①苦情があった場合、ただちに苦情相談担当者が、相手方に連絡を取るか 

直接訪問して事情を聞くとともに、サービス担当者からも事情を確認す 

る。 

  ②苦情相談担当者が、必要があると判断した場合は、苦情解決責任者まで 

   含めて検討会議を行う。 

  ③検討会議を行わない場合も、必ず苦情解決責任者まで処理結果を報告す

る。 

  ④検討の結果、必ず翌日までに具体的な対応を行う。 

    例：利用者に謝罪、職員の研修、業務マニュアルの改善等 

  ⑤苦情記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。 
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（２）次の公的機関においても、苦情の申出等ができます。 

博多区保健福祉センター 

福祉・介護保険課 

所 在 地 福岡市博多区博多駅前２－８－１ 

電 話 番 号 ０９２－４１９－１０７８ 

ＦＡＸ番号 ０９２－４４１－１４５５ 

対 応 時 間 ９：００～１７：００（月～金） 

東区保健福祉センター 

福祉・介護保険課 

所 在 地 福岡市東区箱崎２－５４－１ 

電 話 番 号 ０９２－６４５－１０７１ 

ＦＡＸ番号 ０９２－６３１－２１９１ 

対 応 時 間 ９：００～１７：００（月～金） 

中央区保健福祉センター 

福祉・介護保険課 

所 在 地 福岡市中央区大名２－５－３１ 

電 話 番 号 ０９２－７１８－１０９９ 

ＦＡＸ番号 ０９２－７７１－４９５５ 

対 応 時 間 ９：００～１７：００（月～金） 

福岡県国民健康 

保険団体連合会 

（国保連） 

所 在 地 福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

電 話 番 号 ０９２－６４２－７８００（代表） 

ＦＡＸ番号 ０９２－６４２－７８５３ 

利 用 時 間 ９：００～１７：００（月～金） 

福岡県運営適正化 

委員会 

(福岡県社会福祉協議会) 

所 在 地 春日市原町３－１－７ クローバープラザ４階（東棟） 

電 話 番 号 ０９２－９１５－３５１１ 

ＦＡＸ番号 ０９２－９１５－３５１２ 

対 応 時 間 ９：００～１７：３０（月～金） 

 

介護施設における虐待に関する行政の相談受付窓口 

福岡市保健福祉局 

高齢社会部 

事業者指導課 在宅指導係 

所 在 地 福岡市中央区天神１－８－１ 

電 話 番 号 ０９２－７１１－４２５７ 

ＦＡＸ番号 ０９２－７２６－３３２８ 

対 応 時 間 ９：００～１７：００（月～金） 

 

 

１６ 協力医療機関 

医療機関名称 パピヨン乳腺クリニック 

所 在 地 福岡市博多区千代１丁目１番５５号 

電 話 番 号  ０９２－４０９－９３１１ 

診 療 科 乳腺外科・外科・内科・在宅医療 

入 院 設 備  無し 

協 力 関 係 当事業所とパピヨン乳腺クリニックとは、利用者に病状の急変があっ

た場合速やかに適切な処置を行うものとする。 
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医療機関名称 社会医療法人社団 至誠会 木村病院 

所 在 地 福岡市博多区千代２丁目１３番１９号 

電 話 番 号  ０９２－６４１－１９６６ 

診 療 科  外科、消化器内科、消化器外科、肝・胆・膵外科、大腸・肛門外科、

緩和ケア内科、整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、麻酔

科、救急科、脳神経外科、呼吸器内科外来、糖尿病外来、乳腺・甲状腺

外来 

入 院 設 備  １２１床（一般５６床・回復期２９床・地域包括ケア２２床・緩和ケ

ア１４床） 

協 力 関 係  当事業所と木村病院とは、利用者に病状の急変があった場合速やかに

適切な処置を行うものとする。 

 

 

１７ 協力歯科医療機関 

医療機関名称  医療法人社団 柊和会 県庁前デンタルクリニック 

所 在 地 福岡市博多区千代４丁目１番２号 

電 話 番 号  ０９２－６４３－４１８２ 

診 療 科  訪問歯科診療、一般歯科、小児歯科、口腔外科 

入 院 設 備  無し 

協 力 関 係  当事業所と県庁前デンタルクリニックとは、利用者に病状の急変があ

った場合速やかに適切な処置を行うものとする。 

 

 

１８ 協力施設 

協力施設名  社会福祉法人 敬愛園 複合型高齢者福祉施設 アットホーム福岡 

サービス種別  介護老人福祉施設 

所 在 地 福岡市博多区千代１丁目１番５５号 

電 話 番 号  ０９２－６３１－１００７ 

 

 

１９ 事故発生時の対応 

当事業所が利用者に対して行う小規模多機能型居宅介護サービスの提供により事故が発

生した場合は、直ちに看護職員に連絡、主治医の指示に従い必要な措置を講じると共に、

ご家族等へ連絡し状況説明を行います。賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに話

し合いに入り、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。また必要がある場

合は市町村等へ連絡を行います。 

 

２０ 身体的拘束等の禁止 

    事業者は、サービス提供にあたり身体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為を行

いません。ただし、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合は、この限りではありません。 
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    事業者が身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録し、利用者の家族等に説明し、同意を頂きます。 

 

 ２１ 社会福祉法人敬愛園における個人情報の取り扱いについて 

社会福祉法人敬愛園は、入居者・利用者の皆様のご支援・ご協力のもとに法人の運営が

成り立っていることを深く認識し、個人の人格を尊重する理念の下、業務上知り得た全て

の個人情報を、個人情報保護法及び法人規定に則り、下記のとおり取り扱い、皆様の信頼

に応えて参ります。 

（１）個人の情報は別に明示された目的のためにのみ使用します。 

個人情報をお聞きする場合には、必ず利用目的を明示し、皆様ご自身（意思確認が困難

な場合はご家族）の意思の下に情報を提供して頂きます。また、ご本人（意思確認が困難

な場合はご家族）の承諾が無い限り、利用目的以外に個人情報を使用することはありませ

ん。 

（２）個人の情報は第三者に提供いたしません。 

個人情報は、ご本人（意思確認が困難な場合はご家族）の承諾が無い限り、別に定めの

無い第三者に提供することはありません。 

（３）個人の情報はいつでも開示、訂正、追加又は削除します。 

お申し出があった時は、ご本人（意思確認が困難な場合はご家族）であることを確認し、

文書・記録類等に記載された情報の開示、訂正、追加又は削除を行います。 

（４）適応除外について。 

社会福祉法人敬愛園では、皆様の個人情報を上記のとおり取り扱いますが、①法令に定

めがあるとき、②本人または第三者の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

であって、緊急かつやむを得ないときのいずれかに該当するときは、上記の取り扱いを適

用しない場合があります。 

（５）個人情報の安全管理。 

社会福祉法人敬愛園では、皆様の個人情報について、漏洩、滅失または棄損を防止する

ために、厳重な安全管理対策を実施いたします。 

    なお、業務遂行上、やむを得ず個人情報の取り扱いを外部に委託する場合には、必ず 

社会福祉法人敬愛園と個人情報にかかる契約を結んだ信頼ある業者に委託します。 

 

（６）当法人における入居者・利用者の皆様の個人情報の利用目的 

①入居者・利用者の皆様へのサービスの提供 

＊ 当法人でのサービス提供のため、法人内の部署間での情報の共有 

＊ サービス提供に伴う、嘱託医、協力医療機関、その他の医療機関、福祉・介護 

サービス事業所との連携のため 

＊ サービス提供に伴う、嘱託医、協力医療機関、その他の医療機関、福祉・介護 

サービス事業所よりの照会への回答 

＊ サービス提供のため、外部の医師、医療機関、福祉・介護サービス事業所等の 

意見、助言を求める場合 

＊ 入居者の皆様の医療的な管理のため、嘱託医の指示のもと、外部の検体検査業者

での検査委託をする場合 

＊ 入居者の皆様の医療的な管理のために義務付けられている健康診断を、外部の 
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業者に委託する場合 

＊ ご家族への状況説明 

＊ その他、サービス提供に資する事由による利用 

②介護保険事務 

＊ 審査支払い機関へのレセプト（介護報酬請求明細書）の提出 

＊ 審査支払い機関又は保険者かたの照会への回答 

＊ その他介護保険事務に関する利用 

③当法人の管理運営業務 

＊ 入居、退居に係る管理 

＊ 会計・経理 

＊ 介護事故等の行政機関等への報告 

＊ 入居・利用者の皆様へのサービス向上に資する利用 

＊ その他、当法人の管理運営業務に関する利用 

④施設賠償責任保険等に係る、医療・介護に関する専門の団体、保険会社等への相談又は

届出等 

⑤サービス提供に資する業務の維持・改善のための基礎資料及びサービス向上を目的とし

た当法人内での症例研究 

⑥当法人内において行われる介護実習等への協力及びボランティアの受けいれ（注：この

場合、実習生・ボランティア等の個人又は団体からは個人情報守秘の誓約書をとります。 

⑦外部監査機関（行政・第三者機関）への情報提供 

 

 

＜付記＞ 

１．上記のうち、他の医療機関、福祉、介護サービス事業所等への情報提供に

ついて同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。 

２．お申し出のないものについては、同意していただけたものとして取り扱わ

せていただきます。 

３．これらのお申し出は後からでも撤回、変更等をすることができます。 

４．施設運営上の情報取扱いについての確認は別紙１において行います。 

 

（７）お問合わせについて。 

   社会福祉法人 敬愛園における個人情報の取り扱いに関してご質問等がある場合は、 

０９２－６４５－２１５５（管理者）までご連絡ください。 

 

 

２２ 第三者評価の実施状況等について 

    第三者評価実施  あり なし         結果の公表  あり なし 

     ありの場合 

第三者評価実施日  直近    年  月  日      

 

第三者評価実施機関                
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私は、本書面に基づいて乙の職員 職名          氏名         から 

                     

上記重要の事項の説明を受けたことを確認し、同意します。 

 

 

  令和   年   月   日 

 

利用者 住所                         

 

 氏名                       印 

 

 

連帯保証人 住所                         

（ご家族） 

 氏名                       印 

  

 続柄                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


